
 

 

インフルエンザの警報解除について 
 
直近の１定点医療機関当たりの患者報告数が、国の定める終息基準値※を下回ったことから、インフル

エンザの警報を解除します。 
なお、一部の地域においては依然として多くの患者数が報告されていることから、県民の皆様には、引

き続き手洗いを始めとした基本的な感染防止対策をお願いいたします。 
 
 
１ 患者発生状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※【基準値】 
⚫ 流行開始の目安：1.00 人以上 
⚫ 注意報発令：10.00 人以上 
⚫ 警報発令：30.00 人以上 

注意報・警報発令後、10.00 未満になった場合、注意報又は警報を解除する。 
 
２ 過去の発令状況 

R6/R7 シーズン 注意報 12 月 17 日 警報 12 月 24 日 解除 ２月 ４日 
R5/R6 シーズン 注意報 10 月 24 日 警報 11 月 28 日 解除 ４月 ９日 
R2/R3シーズン～R4/R5シーズン 発令なし   
H31(R1)/R2 シーズン 注意報 12 月 24 日  解除 ２月 26 日 
H30/H31 シーズン 注意報  1 月 ８日 警報  １月16日 解除 ２月 26 日 

 
 

 

管轄 

保健所名 

１定点当たりの患者報告数 管轄 

保健所名 

１定点当たりの患者報告数 

直近（５週） 

（1/27～2/2） 

前週（４週） 

（1/20～26） 

直近（５週） 

（1/27～2/2） 
前週（４週） 

（1/20～26） 

前橋市 ５.８５ １２.４６ 吾   妻   ２.６７   ４.６７ 

高崎市 ６.７９ １５.１４ 利根沼田 １２.３３ １４.６７ 

伊勢崎 ８.６０ １４.８０ 館   林 １３.２２ １５.５６ 

 渋  川 ６.３３   ６.８３ 桐   生 １０.５０ １４.８８ 

 藤  岡 ６.３３   ８.６７ 太  田 １７.１０ １９.２０ 

富  岡 ２.００   ６.００ 安  中   ７.３３   ９.００ 

県全体 ８.９５ １３.４５    

～県民の皆様へ～ 
 

（１）インフルエンザを予防するために 
・新型コロナウイルス感染症対策と同様、その場に応じたマスクの着用や手洗いなどの基本的な感
染対策を心がけましょう。 

（２）インフルエンザにかかったら 
・咳や発熱などの症状のある方は医療機関に電話をしてから受診するようにしてください。 
・咳などの症状があるときは、他の人にうつさないためにマスクの着用などの咳エチケットを守り
ましょう。 

令和７年２月４日 

健康福祉部感染症・疾病対策課 

感染症危機管理室 感染症対策係 

電話：027-226-3316 内線：3259 


